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地域農業で深刻化している高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、１０年後または

未来の地域農業の展望が描けない地域が全国で広がっています。

そのため国は、平成２４年度を食と農林漁業の再生元年と位置づけ、「我が国の食と農林

漁業の再生のための基本方針・行動計画」に基づく施策を展開することとしています。

地域の中心となる経営体の育成や、農地集積の加速化、新規就農者の拡大など実施する

ための事業が新設され、これらの支援策を実行していくための具体的な「人・農地プラン」

を町が策定することとされており、豊頃町では、平成２４年度において生産者の皆様の現状

を把握し、関係機関と連携しながらプランの策定にむけて準備を進めております。

「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に基づく
新たな施策（人・農地プラン関係）

要 件 等内 容支援事業

・原則４５歳未満であること

・前年の所得が２５０万円未満であること

・自ら農地の所有権もしくは利用権（外部か

らの貸借が主）を有している

・自ら主要な機械、施設を所有もしくは貸借

していること

・本人名義で生産物の出荷取引をし、自ら経

営収支を管理していること

・５年後に農業で生計が成り立つ経営開始計

画であること

人・農地プランに位置付けられた新規に自ら独

立して農業を自営就農する農業者に対し、年間

１５０万円を最長５年間給付

※ 親からの経営継承（親元に従事してから５

年以内）や親の経営から独立した経営部門

を行う場合も対象

※ 経営継承は農地の所有権移転を原則とする

青年就農給付金

（経営開始型）

・農業者戸別所得補償制度の加入者であること

・農地利用集積円滑化団体へ１０年以上の白紙

委任をし、６年以上の農地の貸付けを行う

こと

・遊休農地を保有していないこと

・主要な農業用機械を廃棄処分するか、地域

の中心となる経営体へ無償譲渡すること

・今後１０年間農作物の作付及び販売を行わな

いこと

人・農地プランが作成された地域において、土

地利用型農業からの経営転換や離農等により、

地域の中心となる経営体への農地集積に協力

する農地の所有者に対して協力金を支給

０．５ha以下 ：３０万円／戸

０．５ha超２．０ha以下 ：５０万円／戸

２．０ha超 ：７０万円／戸

農地集積協力金

（経営転換協力金）

・農業経営改善計画の認定を受けた認定農業

者であること

人・農地プランに位置付けられた認定農業者が

借入れるスーパーＬ資金について、貸付当初か

ら５年間無利子となるよう利子助成

※ 借入用途など一定の要件ができる場合が

あります

農業経営基盤強化資金

（スーパーＬ資金）

５年間無利子化

・農用地区域の農地

・農地利用集積円滑化団体への白紙委任によ

る利用権設定であること

・新たな規模拡大であり、６年以上の利用権設

定をすること

人・農地プランにおいて地域の中心となる経営

体への農地の集積範囲が定められた場合、その

範囲内で利用権の設定がされれば、本来の要件

である農地の連坦化がされていなくても面的

要件を満たすこととし、農地を借り受けた経営

体に対して

２万円／１０ａを交付
※ 人・農地プランに位置付けられていない方

も連坦化された場合対象となります

戸別所得補償制度

規模拡大加算

※ 基本的な内容は上記のとおりですが、個々に様々なケースがありますので、詳しくは役場産業課までご相談ください。

役場産業課農政係 緯（５７４）２２１７問合せ先

広広報とよこ広報とよころろ
ApAprr‐‐２２００１２１２１１３３

TOYOKOROInfo-TOPICS...⑤

平成２４年度町外通勤者助成金のご案内

平成２４年度豊頃町住宅用太陽光発電システム導入補助金のご案内

町内に居住し町外の職場へ通勤する若者（１８歳以上３０歳以下の方）

に月額５千円の豊頃町商品券を支給します。

役場企画課町づくり推進係 緯（５７４）２２１６問合せ先

★次のすべての要件に該当する方

① 本町に居住し、町外の職場に通勤している

方

② 昭和５６年４月２日～平成６年４月１日生れ

の方

③ 月１０日以上の町外通勤日数が３カ月以上あ

る方

④ 通勤者および同居家族が町税その他町に対

する債務を完納している方

⑤ 高等学校、専門学校、大学等に在学してい

ないこと。

★助成基準日

助成を受けようとする方は９月１５日（上半期）、

３月１５日（下半期）に対象要件を満たしているこ

と。

★助成金額

月額５千円分の豊頃町商品券を支給します。

ただし、勤務実績に応じて支給月数が変わります。

★申請時期

上半期の申請は９月末日まで、下半期の申請

は３月末日までの申請となります。

★交付時期

上半期分・下半期分の助成金は、申請月の翌月

末日までに交付します。

１０月（上半期分）・４月（下半期分）

※ 詳細については企画課町づくり推進係までお

問合せください。

☆補助金を申請できる人

お住まいの住宅に太陽光発電システムを新た

に設置する方で、町税を滞納していない方です。

☆補助対象となる太陽光発電システム

① 未使用のものに限ります（中古品は対象外）。

② 電力会社と電力受給契約を締結しなければ

なりません。

③ 省エネナビが設置されていなければなりま

せん。

④ その他、詳細についてはお問合せください。

☆補助金の金額

太陽電池モジュールの公称最大出力１ｋＷあ

たり７万円（上限２８万円）です。

公称最大出力が３．５ｋＷのシステムの場合、７

万円／ｋＷ×３．５ｋＷ＝２４．５万円です。

☆補助金を受けた方の義務

① 助成を受けた方には半年毎に運転状況の報

告が義務付けられます（設置後２年間）。

② 助成を受けて設置された対象システムは、

設置後１５年間は処分できません。

●国の補助

詳細は「太陽光発電普及拡大センター」にご相談

ください。

▼経済産業省の補助金受付窓口
一般財団法人 太陽光発電協会
太陽光発電普及拡大センター（Ｊ‐ＰＥＣ）
〒２６１－７１１２
千葉県千葉市美浜区中瀬２－６
ＷＢＧマリブイースト １２Ｆ
電話：０４３－２３９－６２００

※ 詳しくは企画課町づくり推進係までお問合せく

ださい。
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